
 

 

 

随時募集（先着申請順）による 

市 有 地 売 払 案 内 書 
 

 

 

 

売払物件 八幡平市大更第 21 地割 202 番３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※購入を希望される方は、本案内書を熟読し、内容を十分に把握した上でお申し込みください。 

 

八幡平市企画総務部総務課契約管財係 

〒028-7397 岩手県八幡平市野駄第２１地割１７０番地 

電話：０１９５－７４－２４２７（直通） 

ＦＡＸ：０１９５－７４－２１０２ 

 



目  次 
 

■先着申請順による市有地売払い手続きの流れ    ・・・・・・・・・・ １ 

       

■市有地売払のあらまし 

１ はじめに                      ・・・・・・・・・・ ２ 

２ 売払物件                      ・・・・・・・・・・ ２ 

３ 申請者の資格            ・・・・・・・・・・ ２ 

４ 申請方法         ・・・・・・・・・・ ２～３ 

５ 申請資格の確認                ・・・・・・・・・・ ３ 

６ 払下申請に必要な書類            ・・・・・・・・・・ ３ 

７ 払下申請を行う際の留意事項          ・・・・・・・・・・ ４ 

８ 買受人の決定方法              ・・・・・・・・・・ ４ 

９ 契約保証金の納付方法            ・・・・・・・・・・ ４ 

10 土地売買契約の締結             ・・・・・・・・・・ ４ 

11 売買代金の納付方法             ・・・・・・・・・・ ４ 

12 所有権の移転時期及び所有権の移転登記     ・・・・・・・・・・ ４～５ 

 

■留意事項 

１ 売払物件の利用制限             ・・・・・・・・・・ ５ 

２ 地盤調査等について             ・・・・・・・・・・ ５ 

３ 電気、上下水道等について           ・・・・・・・・・・ ５ 

４ 敷地内及び周辺の工作物等について        ・・・・・・・・・・ ５ 

５ 相隣問題（越境物等）について           ・・・・・・・・・・ ５ 

６ 建物の建築等について              ・・・・・・・・・・ ６ 

７ 権利義務の譲渡制限                ・・・・・・・・・・ ６ 

８ 諸費用及び公租公課等の負担            ・・・・・・・・・・ ６ 

９ 提出書類に使用する印鑑         ・・・・・・・・・・ ６ 

10 購入資金について               ・・・・・・・・・・ ６ 

11 契約内容の公表               ・・・・・・・・・・ ６ 

12 不服の申し立て               ・・・・・・・・・・ ６ 

13 その他の注意事項              ・・・・・・・・・・ ６ 

 

■売払物件の物件調書等 

⑴ 物件調書           ・・・・・・・・・・ 別添１ 

⑵ 公図（写）           ・・・・・・・・・・ 別添２ 

⑶ 全部事項証明書（写）         ・・・・・・・・・・ 別添３ 

 

 



■申請に必要な書類 

⑴ 普通財産払下申請書       ・・・・・・・・・・ 様式第 10号 

⑵ 誓約書           ・・・・・・・・・・ 別紙１ 

⑶ 委任状           ・・・・・・・・・・ 別紙２ 

   ⑷ 契約保証金充当申出書        ・・・・・・・・・・ 別紙３ 

   ⑸ 契約保証金還付請求書        ・・・・・・・・・・ 別紙４ 

   ⑹ 登記請求書              ・・・・・・・・・・ 別紙５ 

   ⑺ 登記完了証等受領書          ・・・・・・・・・・ 別紙６ 

    

■その他書類 

⑴ 売買契約書（案）              ・・・・・・・・・・ 別紙７ 



 

－1－ 

随時募集（先着申請順）による市有地売払い手続きの流れ 
 

案 内 書 ・ 物 件 調 書 等 の 配 布 

▼ 

購入希望者にて売払物件の現況確認 

▼ 

普通財産払下申請書の提出（先着順） 

▼ 

申請書類の受付審査、買受人の決定 

▼ 

払下決定通知書・契約保証金納入通知書の交付 

▼ 

契約保証金の納付（納付後、売買契約の締結） 

▼ 

売買代金の納付（納付後、売払物件の引き渡し） 

▼ 

所有権の移転登記（登記完了後、登記完了書類の交付） 
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■市有地売払のあらまし 

１ はじめに 

  八幡平市では、一般競争入札によって落札に至らなかった遊休市有地について、地方自治法施行

令第 167条の２第１項第８号の規定に基づき、先着申請順による随意契約での売払を行います。 

購入を希望する方は、本案内書及び物件調書等の資料を熟読し、売払物件の現況を十分に確認し

たうえで申請してください。 

 

２ 売払物件及び売払価格 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

売払価格 契約保証金 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 9,100,000円 455,000円 

※現状有姿及び公簿地積での売払いとします。実測地積との差異が生じることがあっても異議申立

ては出来ないことを了承の上、申請してください。 

 

３ 申請資格 

  個人、法人若しくはその他の団体（共有名義での取得も可とする） 

ただし、次に掲げる方は申請することができません。 

⑴ 当該売払いに係る契約を締結する能力を有しない者並びに破産者で復権を得ない者 

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一

項各号に掲げる者 

⑶ 次の各号のいずれかに該当する事実があった後、２年を経過しない者 

① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者 

② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害

し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

④ 地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務

の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者 

⑥ 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理

人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑷ 公有財産事務に従事する本市の職員 

 

４ 申請方法 

  受付期間内に必要書類を直接持参してください。 

直接持参以外の方法（郵送、電話、ファックス及びメール等）による申請はできません。 

⑴ 受付期間 

   随時受付を実施します。 

   ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の閉庁期間は受付を行いません。 
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⑵ 受付場所 

   八幡平市野駄第 21地割 170番地 

   八幡平市企画総務部総務課契約管財係（市役所本庁舎２階） 

 

５ 申請資格の確認 

  申請資格の確認は、普通財産払下申請書の受付日をもって行います。 

 

６ 払下申請に必要な書類 

区 分 提出書類名 
提出

数 
備 考 

共 通 

普通財産払下申請書 １通 

・指定様式（八幡平市財産規則 様式第 10号） 

・買受人（売買契約者）となる方が、印鑑登録証明書

と同一の印鑑（実印）を押印のうえ申請してください。 

※共有名義での取得を希望される場合は、共有者全員によ

る連名での申請が必要です。（共有者全員の持分割合を申請

書に記載してください。） 

印鑑登録証明書 １通 

・申請日前３か月以内に発行されたもので、現状

を反映しているもの。 

・個人の場合は市区町村、法人の場合は法務局で

発行。 

誓約書 １通 ・指定様式（別紙１） 

委任状 １通 
・指定様式（別紙２） 

・代理人が申請する場合 

その他の書類 １通 
・必要に応じて、その他必要な書類の提出を依頼

する場合があります。 

個人のみ 住民票 １通 

・申請日前３か月以内に発行されたもので、現状

を反映しているもの。 

・個人番号（マイナンバー）の記載のないもの 

・本籍・続柄は省略可能です。 

法人のみ 
履歴事項全部証明書 

（商業又は法人登記簿謄本） 
１通 

・申請日前３か月以内に発行されたもので、現状

を反映しているもの。 
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７ 払下申請を行う際の留意事項 

⑴ 共有名義で申請する場合は、共有者全員の添付書類が必要です。 

⑵ 申請者以外の方が普通財産払下申請書を提出する場合は、委任状を添付してください。 

⑶ 普通財産払下申請書に記載された申請者及び共有者の名義が、売買契約の買受人及び所有権移

転登記における権利者の名義となります。 

⑷ 現地説明会は行いませんので、物件調書等の資料を参考に、事前に現地をご確認ください。 

⑸ 提出書類は返還いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

 

８ 買受人（売買契約の相手方）の決定方法 

⑴ 先着順により、先着１者の申請のみ受付します。申請内容を審査した結果、適当と認められる方

を買受人とします。 

⑵ 次の①から③の全てに該当する場合は同着とみなし、くじ引きで買受人を決定します。なお、同

着となった申請者がくじを引かない場合は、当市職員にくじを引かせるものとし、当該申請者は

くじ引きの結果に対する異議申立はできません。 

①  受付場所に同時に複数の申請者が到着していること。 

②  申請の対象が同一物件であること。 

③  必要書類を全て揃え、必要事項の記入や必要箇所への押印に不備がないこと。 

⑶ くじ引きで次点以下となった方は、その順位に従って契約待機者とし、買受人との契約が不調と

なった場合は、契約待機者を順次繰り上げて買受人とします。 

 

９ 契約保証金の納付方法 

⑴ 契約にあたり、契約金額の 100分の５以上（円未満切り上げ）の契約保証金の納付が必要です。 

⑵ 払下げ決定通知と併せて納入通知書を交付しますので、売買契約の締結前までに納付してくだ 

さい。納入通知書に記載されている八幡平市指定金融機関等の窓口で納付することができます。   

⑶ 契約保証金を納付すると、金融機関から領収日を押印した納入通知書兼領収証書が交付されま 

すので、受領した納入通知書兼領収証書の写しを市へ提出してください。 

⑷ 契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。 

⑸ 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができます。充当を希望する場合は、保証金充 

当申出書（別紙３）を提出していただきます。 

 

10 土地売買契約の締結 

⑴ 買受人が払下げ決定の通知を受けた日から７日以内に契約を締結します。 

 なお、契約時には、印鑑（申請時に提出した印鑑登録証明書と同一の印鑑）と、収入印紙（売 

買代金に応じた額分）が必要です。 

⑵ 契約締結に関する注意点は以下の通りです。 

① 売買契約の買受人は、普通財産払下申請書に記載された申請者の名義となります。 

② 共有名義で申請をした場合は、共有者全員の名義（連名）での契約となります。なお、契約

書に記載される共有持分割合は、普通財産払下申請書に記載された割合となります。 

 

11 売買代金の納付方法 

  契約締結の際に、売買代金の納入通知書をお渡しします。買受人は、契約締結の日から 30日以内 

に現金で一括納付してください。なお、契約保証金の売買代金への充当を希望された方には、売買 

代金から契約保証金を控除した額の納入通知書をお渡しします。 
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12 所有権の移転時期及び所有権の移転登記 

⑴ 当該売払物件の所有権は、売買代金を完納したときに移転するものとします。 

⑵ 当該売払物件は現状有姿での引き渡しとし、売買代金の完納と同時に引き渡されるものとしま

す。 

⑶ 買受人は、売買代金完納後に、市に対して所有権移転登記に要する登録免許税額分の収入印

紙及び所有権移転登記に係る登記請求書（別紙５）を提出し、登記手続きを請求するものと

します。なお、個人で買い受けた場合は、上記の書類に加えて、３か月以内に発行された住

民票及び印鑑登録証明書の提出が必要です。 

⑷ 所有権の移転登記は、市が嘱託により行います。 

⑸ 共有名義で土地売買契約を締結した物件については、共有名義での登記を行います（共有持 

分割合については、普通財産払下申請書に記載された割合となります。）。 

⑹ 買受人は、市から所有権移転登記にかかる登記完了証等の交付を受けた場合は、市に対し速や

かに登記完了証等受領書（別紙６）を提出してください。 

 

■留意事項 

１ 売払物件の利用制限 

  当該売払物件の利用にあたり、以下の制限がありますので、ご留意ください。 

⑴ 買受人は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する業の用に供し、又は供しようとする者に譲渡することができない。 

⑵ 買受人は、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供することはできない。また、当該暴力団及

びその関係者に所有権を移転し、又は権利の設定をすることができない。 

 

２ 地盤調査等について 

当該売払物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っておりませんので、建設に係る基 

礎工事の実施にあたっては、買受人の費用負担で地盤等を十分調査し、必要に応じて補強等の適切

な措置を講じてください。 

 また、契約後に地下埋設物、地盤及び土壌に関する問題が発生しても、市は問題解消のための手

続きや負担は行いません。 

 

３ 電気、上下水道等について 

電気及び上下水道等の加入手続き及び費用負担は、買受人が行うことになります。また、当該売 

払物件の敷地内又は隣接地の電柱及び空中架線等の移設を要する場合、買受人の費用負担において 

手続きを行ってください。詳細については、設置者（水道事業所、電力会社、電話会社等）にお問 

い合わせください。 

 

４ 敷地内及び周辺の工作物等について 

当該売払物件の敷地内及び周辺に、鉄塔、フェンス、塀、柵、杭、よう壁、給排水施設、舗装、 

車止め等の工作物及び樹木等がある場合、これらの改修・撤去費用等について、市は負担しません。 

 

５ 相隣問題（越境物等）について 

隣接する不動産の所有者との間において、境界（越境物等）、通行、流水、排水等に関する問題が 

ある場合、市は問題を解消するための折衝等は行えませんので、当事者間での相隣関係により対処 
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してください。 

 

６ 建物の建築等について 

建物の建築をはじめ、当該売払物件の活用にあたっては建築基準法等の各種法令による法的規制 

や遵守事項がありますので、事前に関係機関へ確認の上、必要な手続き等を行ってください。 

 

７ 権利義務の譲渡制限 

  買受人は、所有権移転登記が完了する前に権利義務を第三者に譲渡することができません。 

 

８ 諸費用及び公租公課等の負担 

  土地売買契約書に貼付する収入印紙、所有権の移転登記に要する登録免許税、売買代金完納後の

公租公課、その他本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、買受人の負担となります。 

 

９ 提出書類に使用する印鑑 

  申請者及び買受人が提出する書類への押印は、普通財産払下申請書に添付する印鑑登録証明書に

より証明される印鑑により行うものとします。 

 

10 購入資金について 

市有財産の売払いについて、市では購入資金の融資又は融資のあっせんは行っておりません。買 

受人において準備及び諸手続きを行うことになります。 

また、代金の分割払いはできません。当該売払物件の売買契約に係る契約保証金及び売買代金は、 

いずれも一括で納付していただくことになります。 

 

11 契約内容の公表 

  契約を締結したものについては、その契約内容（物件所在地番、種類、種目、数量、契約日、契

約金額、買受人の氏名等）を公表する場合があります。 

 

12 不服の申し立て 

  払下申請を行った方は、契約後に、本案内書及び物件調書等についての不明を理由とする不服の

申し立てはできません。 

 

13 その他の注意事項 

⑴ 不正な申請等について 

不正な申請や申請内容に虚偽があった場合は、申請を取り消すことがあります。 

⑵ 土地の引き渡し後の管理について 

土地の引き渡し後は、十分な注意をもって土地を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じ 

ないように留意願います。また、買受人側の事情により、引き渡し後に当該売払物件を市に返還 

することはできません。 

⑶ 現状有姿の優先 

  本案内書や物件調書等の内容と現状が異なる場合は、現状有姿を優先とします。 

⑷ その他 

上記に定めるもののほか、八幡平市契約規則（平成 24 年八幡平市規則第 20 号）に定めるところ

によるものとします。 



別添１

指定なし日 陰 制 限

事 業 所 名

負担の内容無

電話番号

摘
要

市立大更小学校

大更郵便局

中 学 校

銀 行郵 便 局

近
隣
状
況

○飲食店やドラッグストア等の各種店舗、郵便局や金融機関が徒歩圏内にあり、交通・接近条件は
良好です。

盛岡信用金庫 西根支店ほか

○土地は現状有姿での引き渡しとなります（土壌汚染調査、地盤調査、地下埋設物の調査等は行っ
ておりません）。
○供給施設等の配線・配管状況は、事前に買受希望者にて確認をお願いします。設置については関
係機関へ確認の上、所有権移転後、ご自身の費用負担と責任で対処してください。

小 学 校 市立西根中学校

引込状況

市 役 所

特 記 事 項

交 通 機 関

最 寄 り の 公 共 機 関 等

供 給 施 設

上 水 道

下 水 道

ＪＲ花輪線駅大更駅（道路距離0.3km）

岩手県北バス、コミュニティバス

八幡平市役所　西根総合支所

警 察 署

鉄 道

バ ス

可

可

岩手警察署八幡平幹部交番

－

八幡平市上下水道部上水道課 0195-74-2111

八幡平市立病院公立病院

消 防 署 八幡平消防署

道路幅員及び接道状況等 西側に幅員約６mの市道「大更駅前４号線」と接面している。

0195-74-2111

負担の有無

そ の 他 制 限

私道の負担等に関する事項

法
令
等
に
基
づ
く
制
限

用 途 地 域

風 致 地 区

供
給
施
設
等
の
状
況

指定なし

八幡平市宅地等開発要綱

容 積 率

八幡平市上下水道部下水道課

防 火 地 区 指定なし

都 市 計 画 区 域

400%建 ぺ い 率

区域内（未線引き）

80%商業地域

22条地域 高 度 地 区

売却価格 9,100,000円

物　件　調　書

１　土地の概要

地 積 （ 実 測 ）

住 居 表 示

所 在 地

工作物なし現 況606.91㎡ 地 目 宅地

八幡平市大更第21地割202番３



別添２

※A4版に収まるよう縮小しています。

公　　図（写）



別添３

※A4版に収まるよう縮小しています。

全部事項証明書（写）



位　置　図

※この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません

売払物件

JR大更駅

大更コミュニティーセン

八幡平市立病院

県道301号

西根総合支所

※航空写真は最新ではないため、現況と異なる場合があります。



現況写真（大更第21地割202番3）



様式第 10 号（八幡平市財産規則第２３条関係） 

 

                              年    月   日 

 八幡平市長 殿 

                  

申込人 住    所 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名                ㊞ 

                     （印鑑登録印） 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

電 話 番 号 

  

 

普 通 財 産 払 下 申 請 書 

  

 次のとおり、八幡平市普通財産の払下げを受けたいので、八幡平市財産規則第２３条の 

規程により申請します。 

 

                     記 

 

１ 払下げを受けようとする物件の表示 

（１） 所在地 八幡平市大更第 21地割 202番３ 

（２） 種類  土地 

（３） 種目  宅地           

（４） 数量  606.91 ㎡ 

 

２ 払下げ価格 

 9,100,000 円（八幡平市指定の価格） 

 

３ 申請の理由 

  宅地として活用するため払下げを希望する。 



 

誓 約 書 

 

私は、八幡平市が所有する八幡平市大更第 21地割 202番３の土地（普通財産）の払下申

請をするにあたり、次の事項を誓約します。 

 

記 

 

１ 私は、市有地売払案内書の申請資格の項目に記載する、申請することができない者

となる事項のいずれにも該当しません。 

２ 市有地売払案内書、売払物件調書、売払物件の現況等を確認し、各種法令に基づく 

規制や遵守事項について全て承知の上で申請しますので、後日これらの事柄につき八 

幡平市に対し一切の異議、苦情等を申し立てません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

 

申込人 住    所 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名                ㊞ 

                     （印鑑登録印） 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

電 話 番 号 

 

【注意事項】 

１ 氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

２ 共同で申し込む（共有名義での所有を希望する。）場合は、それぞれ提出してください。 

（別紙１） 



令和   年   月   日 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

委任者 

 住    所 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名                 ㊞ 

（法人の場合は代表者役職氏名）          

 

委  任  状 
 

 私は、下記の者を代理人と定め、八幡平市普通財産払下申請に関する一切の権限を委任

します。 

記 

１ 売払物件 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

 

２ 受任者（代理人） 

住 所 

   

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

１ この書類は、代理人が申請する場合に、市担当者に提出してください。 

２ 複数の売払案件を委任する場合は、案件ごとに委任状を作成してください。 

３ 委任者の氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

（別紙２） 



  

保証金充当申出書（契約保証金） 

 

令和  年  月  日 

 

 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

 

住所又は所在地 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名               ㊞ 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

 

 

下記物件の売買契約に係る契約保証金を、売買代金の一部に充当していただきたく申し

出します。 

 

記 

１ 売買物件 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

 

２ 契約保証金の額   金 455,000円 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

１ 氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

 

 

（別紙３） 



  

 

保証金還付請求書（契約保証金） 

 

令和  年  月  日 

 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

 

住所又は所在地 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名               ㊞ 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

 

 

下記物件の売買契約に係る契約保証金を還付していただきたく、請求します。 

 

記 

１ 売買物件 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

 

２ 契約保証金の額   金 455,000円 

 

３ 振込先 

金融機関 

預金種別 普通・当座  口座番号 

口座名義 

 

 

 

【注意事項】 

１ 氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

 

（別紙４） 



 

登 記 請 求 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

 

住所又は所在地 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名               ㊞ 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

 

 

令和  年  月  日付け公有財産売買契約により売払いを受けた下記物件について、

同契約書第６条の規定により、所有権移転登記手続きを請求します。 

 

記 

１ 売買物件 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

１ 氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

 

 

 

（別紙５） 



 

登 記 完 了 証 等 受 領 書 

 

令和  年  月  日 

 

 

八幡平市長  佐々木 孝弘  様 

 

 

住所又は所在地 

商号又は名称 

（個人の場合は不要） 

氏    名               ㊞ 

（法人の場合は代表者役職氏名） 

 

 

下記物件の所有権移転登記に係る登記完了証及び登記識別情報通知を受領しました。 

 

記 

１ 土地の表示 

所 在 地 番 種類 種目 
（公簿地目） 

数量 
（公簿地積） 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

 

２ 登記受付日及び受付番号 

令和  年  月  日受付 第     号 

 

３ 受領書類 

・登記完了証（写）  １通 

・登記識別情報通知  １通 

・全部事項証明書（写）  １通 

・公図（写）          １通 

 

【注意事項】 

１ 氏名脇の押印は、個人・法人共に印鑑証明登録印を捺印してください。 

 

（別紙６） 



公 有 財 産 売 買 契 約 書（案） 
 

八幡平市（以下「売払人」という。）と■■ ■■（以下「買受人」という。）とは、次の条項に

より公有財産の売買契約を締結する。 

（契約物件） 

第１条 売払人は、その所有する次の公有財産（以下「契約物件」という。）を買受人に売り渡し、

買受人は、これを買い受ける。 

所 在 地 番 種別 公簿地目 数量 

八幡平市大更第 21地割 202番３ 土地 宅地 606.91㎡ 

※現状有姿及び公簿地積での売払い。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金 9,100,000円とする。 

（契約保証金） 

第３条 本契約に係る契約保証金は金 455,000円とする。 

２ 第１項の契約保証金は、前条の売買代金の一部に充当することができる。 

３ 次条第３項の規定によりこの契約を解除したときは、第１項の契約保証金は売払人に帰属する

ものとする。 

（売買代金の支払） 

第４条 買受人は、第２条の売買代金を、売払人の発行する納入通知書により一括して納入期限ま

でに八幡平市指定金融機関又は八幡平市指定代理金融機関に納付する義務を負うものとする。た

だし、前条第２項の規定により契約保証金を第２条の売買代金の一部に充当した場合は、売買代

金から契約保証金を差し引いた金額を納付するものとする。 

２ 前項の納入期限は、令和■年■月■日とする。 

３ 売払人は、買受人が前項に定める納入期限までに売買代金を完納しないときは、催告なしにこ

の契約を解除することができる。 

（所有権の移転） 

第５条 契約物件の所有権は、買受人が売買代金を完納したときに売払人から買受人に移転するも

のとする。 

（所有権移転登記の嘱託及びその費用） 

第６条 買受人は、前条の規定により契約物件の所有権が移転した後に、登記に必要な書類を添え

て、売払人に対し所有権移転の登記を請求するものとする。 

２ 売払人は、買受人の請求により遅滞なく所有権の移転登記を所轄法務局に嘱託するものとする。 

３ 所有権移転登記に必要な登録免許税その他の費用は、買受人の負担とする。 

（契約物件の引渡し） 

第７条 契約物件は、第５条の規定によりその所有権が移転したときに、売払人から買受人に対し

現状のまま引渡しがあったものとする。 

（危険負担） 

第８条 この契約締結の日から契約物件の引渡しの日までの間において、売払人の責めに帰するこ

とができない理由により契約物件に滅失、き損等の損害が生じたときは、その損害は買受人の負

担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 買受人は、この契約締結後、契約物件に面積の不足、その他契約の内容に適合しないこと

を理由として、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないも

のとする。 

（風俗関連営業等の禁止） 

第 10条 買受人は、契約物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法

律第 122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その

他これらに類する業の用に供し、又はこの用に供しようとする者に譲渡してはならない。 

２ 買受人は、契約物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所の用に供してはならない。また、当該暴力団及びそ

の関係者に所有権を移転し、又は権利の設定をしてはならない。 

（別紙７） 



３ 買受人は、公序良俗又は公共の福祉に反する用に供してはならない。 

（違約金） 

第 11条 買受人は、前条に規定する義務に違反したときは、第２条に規定する売買代金の 100分

の 30 に相当する金額を違約金として売払人の指定する期限（以下「支払期限」という。）まで

に、売払人に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第 14条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。 

３ 売払人は、買受人が第１項の違約金を支払期限までに完納しなかったときは、未受領金額につ

き、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを買受人に請求

できる。 

（法令遵守） 

第 12 条 買受人は、契約物件の法令上の規制を熟知の上この契約を締結し、契約物件を使用する

場合は、当該法令を遵守しなければならない。 

（解除） 

第 13 条 売払人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの契約を

解除することができるものとする。 

（損害賠償） 

第 14 条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため、売払人に損害を与えたときは、そ

の損害に相当する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 15 条 買受人は、第４条第３項又は第 13 条の規定によりこの契約を解除された場合において、

契約物件に投じた有益費、必要費又はその他の費用があってもこれを売払人に請求することがで

きない。 

２ 売払人は、第４条第３項又は第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、買受人

が損失を受けても、賠償の責めを負わないものとする。 

（契約の費用） 

第 16条 この契約の締結に要する費用は、買受人の負担とする。 

（信義則） 

第 17条 売払人と買受人両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。 

（疑義等の決定） 

第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、売払人と買受人と

が協議して定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、売払人買受人両者記名押印のうえ、各

自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和■年■月■日 

 

 

売払人 岩手県八幡平市野駄第 21地割 170番地 

八幡平市 

代表者 八幡平市長 佐々木 孝弘 

 

 

買受人 岩手県■■市■■一丁目■番■号 

 

■■ ■■ 


